
伊方原発運転差止訴訟・控訴審
高松高裁 第２回口頭弁論のご案内

７月２８日（火）１４時３０分開廷
１３：００ 高松高等裁判所（高松市丸の内1-36）に集合

１３：１０～ 裁判所による傍聴抽選券配布

１３：５５ 入廷送り出し（門前まで控訴人·弁護団·支援者で歩む）

１４：３０ 控訴審第２回口頭弁論 開廷

１５：３０頃 閉廷（見込み）

香川県弁護士会館５F（高松市丸の内2-22）へ移動

１５：４０～ 記者会見と報告集会

１６：２０頃 終了

※松山から貸切バスを運行します。 費用 １人往復５,０００円

【往路】 ９：００ 松山市駅前を出発 (花園町・井上蒲鉾店前)

９：２０ 愛媛生協病院付近（来住町1091）

１２：００頃 高松高裁着

【復路】１６：３０頃 高松高裁発

１９：１０頃 愛媛生協病院付近

１９：３０頃 松山市駅前に帰着

〔乗車希望の方は７月１５日（水）までに、メール、FAX、電話等でお知らせください。〕

伊方原発をとめる会 〒７９１－８０１５ 松山市中央２丁目23-１、201号

☎ ０８９-９４８-９９９０ FAX ０８９-９４８-９９９１

mail：ikata-tomeru@nifty.com

バス乗車申し込み書

名前

電話

乗車場所 （ ）市駅前 （ ）愛媛生協病院
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